
改正離島振興法について 

令和４年１１月２４日  

島根県地域振興部  

中山間地域・離島振興課  

１．法律の概要 

○昭和２８年７月、１０年間の時限立法として制定され、以降６度にわたり、法の 

有効期限を１０年間ずつ延長 

○国は「離島振興基本方針」を策定し、都道府県は「離島振興計画」を策定 

○法に基づく施策により、社会基盤の整備、産業の振興、移住・定住施策等が実施 

され、本土との格差是正や地域の振興が図られてきた 

２．法律の名称 

  離島振興法の一部を改正する法律 

３．施行期日 

  令和５年４月１日   

（一部の規定は公布の日から施行） 

４．改正の概要 

(１) 総則的事項 

  ①目的の改正〔第１条〕 

   ・離島が担っている我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利 

用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会 

の提供、食料の安定的な供給等の重要な役割に、多様な再生可能エネルギ 

ーの導入及び活用を追加するとともに、離島振興施策の実施等に当たって 

は、地域における創意工夫を生かすとともに離島と継続的な関係を有する 

島外の人材も活用しつつ行うべきことを明記 

  ②都道府県の責務（新設）〔第１条の３第２項〕

   ・自然的社会的諸条件に応じた離島振興のために必要な施策の策定及び実施 

に努めること 

   ・市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する情報提供 

等に努めること 
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(２) 離島振興計画の記載事項の充実等 

  ○都道府県が定める離島振興計画の記載事項の追加〔第４条第２項〕 

   ・離島の振興に関する目標、計画期間 

   ・計画の達成状況の評価に関する事項 

   ・地域の特性に応じた産業振興の促進に関する事項 

(３) 離島に対する配慮規定の充実 

  ①国及び地方公共団体が特別の配慮を行う事項として、次の項目を追加 

   ・遠隔医療の実施等を通じた医療の充実〔第10条第９項〕 

   ・離島航路・航空路に供される船舶及び航空機の設備投資に対する支援並び 

に無人航空機の活用による物資の流通改善に対する支援〔第12条第２項〕 

    ・通信体系の充実及び維持管理並びに情報通信技術等の先端的な技術の 

活用の推進〔第13条〕

    ・公立高等学校に加え、公立の小中学校等の教職員の定数の算定・配置 

〔第15条第２項〕 

②上記のほか、介護〔第10条の２〕、福祉〔第11条〕、産業〔第14条〕、就業 

〔第14条の２〕、生活環境〔第14条の３〕、エネルギー〔第17条の３〕及び 

防災〔第17条の４〕について配慮規定を充実 

   ③次の項目について、配慮規定を新設 

    ・感染症発生時等の住民生活の安定等〔第17条の５〕 

・小規模離島への配慮〔第17条の６〕 

・規制の見直し〔第18条の２〕 

(４) 期限の延長等 

  ○離島振興法の有効期限を、令和15年3月31日まで10年間延長〔附則第２項〕

   （改正後５年経過した場合、必要に応じて見直し等を講じる） 




